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１．各種書類の提出期限について 

① 平成２８年度後期の特定事業所集中減算について

平成２９年３月１５日（水）  

※算定の結果８０％を超えたか否かに関わらず、全事業所は判定結果の届出を行ってください。 

（８０％を超えなかった場合は、ＦＡＸによる提出も可） 

② Ｈ２９年４月１日適用開始の体制届 

平成２９年３月１５日（水） 

２．疑義照会（質問）について 

今回の集団指導に係る内容のものに限らず、疑義照会・質問等については、「質問票」

により FAX にて、送信してください。 

３．多職種連携会議について 

岡山市内の６つの福祉区別に、年に２～３回開催されている会議です。 

  既に、ご存知かつご参加くださっている、介護支援専門員の方もいらっしゃると思い

ますが、都度、介護支援専門員協会や主要メンバーから、ご案内されているようです。 

どなたでもご参加いただけるとのことなので、ぜひご検討ください。 

★詳細は、下記よりご確認ください。 

【岡山市 医療政策推進課 トップページ】

http://www.city.okayama.jp/hofuku/hokenfukushiseisaku/hokenfukushiseis

aku_00001.html 

事業者指導課（訪問通所事業者係）からのお知らせ 

厳守 

厳守 

来年度（平成３０年度）には、 

３年に１度の、大規模な 

介護保険制度改正があります。 

◆『変更届』『体制届』に係る必要書類・提出方法は、ホームページに掲載しています。 

・『変更届』

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00119.html 

・『体制届』 

http: //www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00122.html 

1



岡 介 第  1345  号 

平成 29年 2月 14日 

岡山市内指定居宅介護支援事業所管理者 様 

岡山市地域包括支援センター長 様 

岡山市内指定小規模多機能型居宅介護事業所管理者 様 

                               岡山市長 大森 雅夫 

（公印省略） 

暫定居宅サービス計画・介護予防サービス計画でサービス利用していた場合の 

給付管理事務取扱いの変更について 

 平素より、本市介護保険行政の推進にあたりましてご協力をいただき、お礼を申し上げます。 

さて介護保険法改正に基づき、本市では平成 29 年 4 月から介護予防・日常生活支援総合事業（以

下、「総合事業」という。）を開始し、予防給付サービスのうち訪問介護、通所介護が総合事業に移

管されます。 

あわせて国から「総合事業におけるケアプランの自己作成（自己作成扱いを含む）は想定されて

いない」との考え方が示されたことから、従前行ってきた「自己作成扱い(※）」事務処理の継続が

不可能となる一方、見込みと異なる認定結果が出た場合には、一部利用サービスを全額自己負担と

する例示がなされているところです（別紙１参照）。 

本市では、暫定の居宅介護サービス計画・介護予防サービス計画（以下「暫定ケアプラン」とい

う。）があるにも関わらず、一部利用サービスが全額自己負担となる事態を可能な限り回避するため、

暫定ケアプラン作成によりサービスを利用後、見込みと異なる認定結果が出た場合の取扱いを、こ

れまでの保険給付サービス利用の場合も含め下記のとおり変更しますので、ご協力のほどよろしく

お願いいたします。 

※自己作成扱い･･･認定申請中に暫定ケアプラン作成によりサービス利用後、見込みと異なる認定結果が月

を超えて出た場合に、当該暫定ケアプランを自己作成したプランとみなし市から給付管

理票を国保連に提出することで被保険者に給付がなされるようにするもの 

記 

１ 対象となる暫定ケアプラン    認定申請中に暫定ケアプランを作成したが、見込みと異な 

                  る認定結果が出た場合のすべてのケアプラン 

２ 運用方法 

廃止 市が給付管理票の提出を行う「自己作成扱い」の取扱い事務（別紙２） 

新設 暫定ケアプランの引き継ぎを受けた地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所が、認定

結果後にサービス開始日を暫定サービス開始日に遡及して「居宅・介護予防サービス計画作

成依頼（変更）届出書（以下「計画作成依頼届出書」という。）」を提出し、給付管理票の

伝送を行う。 

３ 適用年月日 平成２９年４月１日 

◆問合せ先

岡山市保健福祉局介護保険課 管理係

ＴＥＬ ０８６－８０３－１２４０ 

  ＦＡＸ ０８６－８０３－１８６９
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１ 見込み違い（介護給付⇔予防給付）が判明した場合の事務処理手順 

はい

暫定ケアプランに合致した計画作成依

頼届出書を提出している

いいえ

見込みの介護度に適した暫定ケアプラ

ンを作成している

いいえ

はい

認定日の属する月の末日までに暫定ケ

アプランを地域包括支援センターまた

は居宅介護支援事業所が引き継いでい

る 

いいえ

はい

暫定ケアプランを引き継いだ地域包括

支援センターまたは居宅介護支援事業

所が、サービス開始年月日の欄に暫定

ケアプランのサービス開始日を記載し

た計画作成依頼届出書を原則、認定日

の属する月の末日までに岡山市に提出 

（提出物についてはＱ＆Ａ１参照） 

暫定ケアプランを引き継いだ地域包括

支援センターまたは居宅介護支援事業

所は、該当月の利用サービスすべてを

合わせた給付管理票を作成し、国保連

に給付管理票のデータを送信 

（居宅介護サービス計画費や居宅介護

予防サービス計画費、介護予防ケアマ

ネジメント費（以下「ケアプラン代」

という。）請求についてはＱ＆Ａ４参

照） 

代理受領不可 

（国保連への

請求はできま

せん） 

いいえ
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≪事例≫  要支援から要介護を見込み、要支援・要介護者新規申請（区分変更申請） 
したが、結果が要支援になった場合 

はい

要介護の計画作成依頼届出書を提出してい

る
いいえ

Ａ居宅は要介護の暫定ケアプランを作成し

ている
いいえ

はい

５月末までに暫定ケアプランを地域包括支

援センターへ引き継いでいる 
いいえ

はい

地域包括支援センターがサービス提供開始

日を４月１５日とし、計画作成依頼届出書

を５月末日までに管轄の岡山市福祉事務所

に提出 

地域包括支援センターは４月の利用サービス

すべてを記入した給付管理票を作成し、国保

連に給付管理票のデータを送信 

（ケアプラン代請求についてはＱ＆Ａ４参

照） 

いいえ

Ａ居宅は暫定ケアプランで要介護を見込んだが…

4/15 
認
定

5/15 

要支援２ 

区分変更申請

居宅届提出

要支援１ 

４月分の給付管理票は 

引き継ぎを受けた包括が

国保連に提出  

5 月分の給付管理票も 

包括が国保連に提出 

5/1 
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２ 状況別の具体的手順 

（１）要介護が出ると見込み、居宅がケアマネジメントをしていたが、要支援が出た場合 

居宅 包括 
福祉事務所 

介護サービス係

認

定

申

請

月 

① 暫定利用を希望する旨の相談を受ける 

認定前にサービスを利用する必要性を確認する

②利用者の状態を確認し、介護か予防の見込みを立てる 

要介護が出る見込みで、居宅がケアマネジメントを行う 

③サービスの暫定利用に向けて、サービ

ス利用開始日までに計画作成依頼届出

書を市へ提出する

④計画作成依頼届

出書を受理する

⑤ケアマネジメント(訪問・担当者会議

開催等)を行い、暫定ケアプランを作成

し、同意を得る。サービスの暫定利用を

開始する

認

定

決

定

月 

⑥ (翌月以降) 

⑦認定結果を確認する 

見込み違いが発生する

⑧暫定利用月のケアプラン、サービス利

用票(別表含む)、実績確認を行ったサー

ビス提供票(別表含む)を用意し、包括へ

渡す

⑨ケアプランを引き継ぐ

⑩暫定ケアプランに位置付けられた介護

サービスを予防サービスに置き換えて給

付管理票を作成する

⑪必要書類（引き継がれたケアプラン）

を添えて、開始日を遡及した計画作成依

頼届出書を、原則、月末までに市へ提出

する 

⑫計画作成依頼届

出書を受理する 

翌

月

10

日

ま

で 

⑬認定月の利用分の給付管理票を通常ど

おり翌月１０日までに国保連へ伝送する

（ケアプラン代は請求しない 詳しくは請求

関係ＱＡ４参照） 
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(2)要支援が出ると見込み、包括がケアマネジメントをしていたが、要介護が出た場合

居宅 包括 
福祉事務所 

介護サービス係

認

定

申

請

月 

① 暫定利用を希望する旨の相談を受ける 

認定前にサービスを利用する必要性を確認する

②利用者の状態を確認し、介護か予防の見込みを立てる 

要支援が出る見込みで、居宅がケアマネジメントを行う 

③サービスの暫定利用に向けて、サービ

ス利用開始日までに計画作成依頼届出書

を市へ提出する

④計画作成依頼届

出書を受理する

⑤ケアマネジメント(訪問・担当者会議開

催等)を行い、暫定ケアプランを作成し、

同意を得る。サービスの暫定利用を開始

する

認

定

決

定

月 

⑥ (翌月以降)

⑦認定結果を確認する 

見込み違いが発生する

⑧暫定利用月のケアプラン、サービス利

用票(別表含む)、実績確認を行ったサービ

ス提供票(別表含む)を用意し、居宅へ渡す

⑨ケアプランを引き継ぐ

⑩暫定ケアプランに位置付けられた予

防サービスを介護サービスに置き換え

て給付管理票を作成する

⑪必要書類（引き継がれたケアプラン）

を添えて、開始日を遡及した計画作成依

頼届出書を、原則、月末までに市へ提出

する

⑫計画作成依頼届

出書を受理する

翌

月

10

日

ま

で 

⑬認定月の利用分の給付管理票を通常

どおり翌月１０日までに国保連へ伝送

する

（ケアプラン代は請求しない 詳しくは請

求関係ＱＡ４参照）
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(3)要介護・要支援どちらが出るか見込みが極めて困難な場合 

→あらかじめ2通りの暫定ケアプランを作成しておく特別なケース 

居宅 包括 
福祉事務所 

介護サービス係

認

定

申

請

月 

①暫定利用を希望する旨の相談を受ける 

認定前にサービスを利用する必要性を確認する

②利用者の状態を確認した結果、見込みが困難なため、居宅介護・包括両方が 

ケアマネジメントを行い、2通りの暫定ケアプランを作成する 

③サービスの暫定利用に向けて、計画作

成依頼届出書を市へ提出する

③サービスの暫定利用に向けて、計画作

成依頼届出書を市へ提出する

④暫定利用する方

の計画作成依頼届

出書を受理する

⑤ケアマネジメント(訪問・担当者会議

開催等)を行い、暫定ケアプランを作成

し、同意を得る 

サービスの暫定利用を開始する

⑤ケアマネジメント(訪問・担当者会議開

催等)を行い、暫定ケアプランを作成し、

同意を得る 

サービスの暫定利用を開始する

認

定

決

定

月 

⑥ (翌月以降)

⑦認定結果を確認する 

該当した方のケアプランを採用し、ケアプランを引き継がれた方が、認定申請月

の給付管理を行う

⑧暫定利用して

いたケアプラン

とは違う方の結

果になれば、該当

した方の計画作

成依頼届書の内

容を追加入力す

る 

翌

月

10

日

ま

で

⑨ケアプランを引き継がれた方が、前2月分の給付管理票・ケアプラン代の請求を

国保連へ伝送する （ケアプラン代請求については請求関係ＱＡ４参照）
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(4)要介護が出ると見込み、居宅がケアマネジメントをしていたが、要支援が出た場合で、同居宅が包

括から委託を受けることが可能な場合 

→同一のケアマネジャー（同一の居宅）がケアマネジメントを行っている場合

居宅 包括 
福祉事務所 

介護サービス係

認

定

申

請

月 

①暫定利用を希望する旨の相談を受ける 

認定前にサービスを利用する必要性を確認する

②利用者の状態を確認し、介護か予防の見込みを立てる 

要介護が出る見込みで、居宅がケアマネジメントを行う 

（見込み違いが生じた場合の説明を、あらかじめ利用者にしておく） 

③サービスの暫定利用に向けて、計画作

成依頼届出書を市へ提出する

④計画作成依頼届

出書を受理する

⑤ケアマネジメント(訪問・担当者会議

開催等)を行い、暫定ケアプランを作成

し、同意を得る 

サービスの暫定利用を開始する

認

定

決

定

月 

⑥ (翌月以降)

⑦認定結果を確認する 

見込み違いが発生する

⑧当該利用者の認定申請月からのケアマネジメントを、包括から受託した立場の 

居宅が行う 

⑨暫定利用開始月(=認定申請月)分の利

用者の同意がある暫定ケアプラン・サー

ビス担当者会議の記録の写しを包括へ

提供する

⑩開始日を遡及した計画作成依頼届出書

(委託有り)に、⑨の書類を付して原則、月

末までに市へ提出する

⑪⑨の書類を確認

し、計画作成依頼

届出書を受理する 

⑪予防ケアプランを作成し同意を得る 

前月及び当月の通常の給付管理を行う

翌

月

10

日

ま

で 

⑫前2月分の給付管理票・ケアプラン代

請求を国保連ヘ伝送する 

（ケアプラン代請求詳細については請求関

係ＱＡ４参照）

※この場合、暫定利用開始月(=認定申請月)は一定の手続きを行っているので、運営基準減算の適用にはなりま

せん。 
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３ 見込み違いの事務処理に関するＱ＆Ａ 

提出関係 

Ｑ１：開始日を遡及する場合、岡山市に提出する書類は何が必要か。 

Ａ１：○居宅・介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出書 

○引き継いだ暫定サービス計画書の写し 

    【予防の場合】 

     介護予防サービス・支援計画表 １ 

     介護予防サービス・支援計画表 ２ 

介護予防サービス利用表 

介護予防サービス利用表 別表 

    【介護の場合】 

     居宅介護サービス計画書 第 1表～第 3表及び第 6表～第 7表 

○サービス担当者会議の記録の写し （２ 状況別の具体的手順（４）の場合） 

Ｑ２：要介護認定日が月末であり、引き継ぎが間に合わなかった場合の取り扱い如何。 

Ａ２：結果を知り得た時点で電話連絡後、翌月 10日までに必要書類を提出願います。 

電話連絡及び書類提出先：当該被保険者を管轄する福祉事務所 

なお、連絡や提出いただけない場合は代理受領ができなくなるため、認定結果が月末近く

になる可能性がある場合は特にご注意ください。 

Ｑ３：提出、連絡を失念した場合はどうなるか。 

Ａ３：この取り扱いの適用対象外となり「計画作成依頼届出書」の開始日を遡及できません。 

請求関係 

Ｑ４：引き継ぎを受けた居宅介護支援事業所や地域包括支援センターが、見込み違いで引き継が

れた月のケアプラン代を請求できるか。 

Ａ４：原則、請求できません。見込み違いで引き継ぎを受けた月については、給付管理票のみを

作成し、国保連に提出をお願いします。 

   しかし、一定の要件を満たせば請求可能です。（２ 状況別の具体的手順（３）（４）のケー

スで要件を満たす場合に限る。） 

※一定の要件とは、①アセスメント ②サービス担当者会議 ③計画作成・説明同意・交付

④モニタリング等の必要な一連の業務を指し、単なるサービス計画書の引き継ぎのみでは、

それらを満たさないため請求できません。  

【根拠】 

・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護 

予防のための効果的な支援の方法に関する基準第 30 条 

・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第 13条 

9



・岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

平成 26年 3 月 25 日市条例第 31 号  

改正 平成 27年 3 月 16 日市条例第 14 号 平成 28年 3 月 24 日市条例第 11号 

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療

養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の

算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12 年 3月 1 日老企

第 36号） 

Ｑ５：誤ってケアプラン代を請求した場合はどのようになるか。 

Ａ５：過誤調整を行ってください。 

Ｑ６： 要支援を見込み暫定ケアプランに位置づけた上で介護予防・生活支援サービス（総合事業） 

を利用していたが、要介護の認定結果となり、介護サービスに置き換えることができない

場合はあるのか。 

Ａ６：当該サービス提供事業者が、介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けていない場合

は、置き換えることができず、利用者の全額自己負担となります。またはその逆も置き換

えることができません。 
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別紙１ 

〈参考〉「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのＱ＆Ａ  

【平成 27 年 3 月 31 日版】 

問４ 

 基本チェックリストによりサービス事業対象者として介護予防ケアマネジメントを申請し、総合

事業の訪問型サービスを利用していた者が、要支援認定申請を行い、介護予防支援の暫定プランに

基づいて総合事業の訪問型サービスと福祉用具貸与を利用していたところ、要介護１と判定された

場合は、総合事業の訪問型サービスの利用分は全額自己負担になるのか。 

（答） 

 要介護認定は申請日に遡って認定有効期間が開始し、また要介護者はサービス事業を利用するこ

とができないため、サービス事業のサービスを利用した事業対象者が要介護１以上の認定となった

ことにより全額自己負担となることを避けるため、介護給付の利用を開始するまでの間はサービス

事業によるサービスの利用を継続することを可能としている。 

 お尋ねの場合、要支援認定申請と同時に、給付サービスである福祉用具貸与の利用を開始してい

るため、申請日に遡って要介護者として取り扱うか、事業対象者のままとして取り扱うかによって、

以下のような考え方となる。 

① 要介護者として取り扱うのであれば、事業のサービスは利用できないため総合事業の訪問型サ

ービスの利用分が全額自己負担になり、福祉用具貸与のみ給付対象となる。 

② 事業対象者のままとして取り扱うのであれば、総合事業の訪問型サービスの利用 

分を事業で請求することができ、福祉用具貸与が全額自己負担となる。 
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別紙２ 

H29.3.31 で廃止する自己作成扱いの内容 

暫定ケアプランで提供していた場合の自己作成扱いについて

平成 18年度の制度改正により、要支援者については、地域包括支援センターが一括してプランを作成すること

となり、暫定ケアプランをたてた場合、以下のような不具合が生じるようになりました。 

 【例】 

要支援として暫定ケアプランを立てて、サービス提供していたが、認定結果は要介護だった。⇒地域包括支援

センターは、給付管理を行えないので、予防のサービス提供事業者について、介護報酬が支払われない。そ

れにより、被保険者が全額自己負担でサービス提供事業者へ介護報酬を支払うなどの事態も起こりえます。 

  ※要介護として暫定ケアプランを立てたが、結果が要支援だった場合も同様です。 

この問題を解決するため、国は介護保険インフォメーション vol.80 にＱ＆Ａを出しています。 

このＱ＆Ａに基づき、暫定ケアプランでサービス提供していたが、認定結果が見込みと異なった場

合は、いわゆる自己作成扱いとして、便宜上岡山市が給付管理票の提出を行うこととしました。 

52 要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度（要

支援度）が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、

また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置付ければよいのか。 

（答） 

いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられ

る。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に

届出の上で、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成し

てもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが考えら

れる。 

 その際、居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）は、依頼のあった被保険者が明ら

かに要支援者（要介護者）であると思われるときには、介護予防支援事業者（居宅介護支

援事業者）に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが

考えられる。また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプランを作成した被保険者

が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定ケアプラ

ンについては、当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付が

なされないことがないようにすることが望ましい。 

 なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者

に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を

受けている事業者をケアプラン上は位置付けることが考えられる。 
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参 考 

介護サービス計画・介護予防サービス計画を作成依頼する場合や 

介護予防ケアマネジメントを依頼する際には、 

あらかじめ岡山市へ計画作成依頼届出書の提出が必要です。 

【計画作成依頼届出書の提出が必要な場合】 

○初めて岡山市へ介護サービス計画・介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント 

の作成を依頼するとき 

○介護給付と予防給付をまたいで要介護度が変更となったとき 

○介護給付と予防給付をまたいだ要介護度を見込んで、区分変更申請（要支援・要介護者 

新規申請）をするとき  

（認定結果が出てからではなく、暫定ケアプランを作成するとき）

○岡山市へ届け出ている居宅介護（予防）支援事業所を変更するとき 

（受託事業者の変更も含む） 

【未提出の場合】 

代理受領（国保連への請求）が不可となりますので、ご注意ください。 

ケアプランが存在していても、計画作成依頼届出書の提出がなければ、利用者が一旦全

額負担（１０割負担）をしなければならず、全額負担後に９割（８割）の払い戻しを受け

るための申請が必要となる場合があります。 
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事 務 連 絡  

平成２９年２月２３日  

 各指定居宅介護支援事業所 管理者 様 

                                                    岡山市長 大 森 雅 夫  

平成２８年度後期の居宅介護支援費の算定に係る 

特定事業所集中減算の取扱いについて 

 平素より、介護保険サービスの適正な提供にご尽力いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、居宅介護支援事業所においては、毎年度２回、判定期間内に作成された居宅サービス

計画について、特定事業所集中減算の算定手続きが必要となっております。  

 つきましては、平成２８年度後期（平成２８年９月１日～平成２９年２月２８日）分につい

て、確実に特定事業所集中減算に係る算出を行い、紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス

計画数の割合が８０％を超えたか否かに関わらず、全ての居宅介護支援事業所は、算定の結

果を「特定事業所集中減算に係る届出書（様式１または様式１－１）」（８０％を超えている

場合であって、正当な理由がある場合については、様式２も提出すること。）に記載し、平成

２９年３月１５日（水）までに提出してください。（８０％を超えない場合は、ＦＡＸでの

提出も可。）

 ８０％を超えたことについて、「正当な理由」がある場合は減算の対象となりませんが、「正

当な理由」の有無は、事業所より提出された書類をもとに、本市において個別に判断すること

としており、報告された理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算が適用されるこ

ととなりますのでご留意ください。 

 また、提出期限まで提出がなく、８０％を超えている場合は、たとえ正当な理由（例、平均

計画件数が少ない等）があったとしても減算が適用されますのでご注意ください。 

以上、特定事業所集中減算については、下記取扱いを岡山市事業者指導課ホームページに掲 

載しておりますので、ご確認ください。 

記 

１ 「居宅介護支援費の算定に係る平成28年度前期以降の特定事業所集中減算の取扱いについ

て（平成28年3月31日付 岡事指第2224号）」 

２ １の別添１「平成27年度後期以降の岡山市における特定事業所集中減算の取扱いについて

（平成28年4月版）」 

３ 「特定事業所集中減算に係る計算方法の取扱いの一部変更について（平成28年6月13日付 

岡事指第311号）」 

＜ホームページアドレス＞ 

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00199.html

【担当】

  岡山市保健福祉局 事業者指導課

訪問通所事業者係 

 Tel ０８６－２１２－１０１２

 Fax ０８６－２２１－３０１０
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特定事業所集中減算（平成２８年度後期） 
提出フローチャート 

いずれかのサービスで８０％を超えている   いずれのサービスも８０％を超えていない 

「特定事業所集中減算に係る届出書」 

（様式１）を作成 

(様式１)のみを提出（ＦＡＸ不可） 

正当な理由(1)、(6)①～⑧、⑩～⑬に該当する 

（様式１）及び（様式２）を提出(ＦＡＸ不可) 

（様式１）及び（様式２）に下記書類を添付して提出（ＦＡＸ不可） 

「特定事業所集中減算に係る届出

書」（様式１）を作成。郵送又はＦ

ＡＸで提出 

正当な理由(2)、(3)、(4)に該当する場合 正当な理由(1)、(5)、(6)、(7)、(8)に該当す

る場合 

正当な理由が８０％を超えるそれぞれのサー

ビスについて、「特定事業所集中減算に係る

理由書」（様式２）を作成 

(5)に該当する 

 → 判定期間中に居宅サービス計画を作成（変更）したかどうかに

関わらず、「サービス事業所の選択に係る理由書（サービスの質

が高いことに限る）」（参考様式１）を全員作成する(提出不要)。 

(6)⑨、⑭、⑮に該当する 

 → 判定期間中に居宅サービス計画を作成（変更）した利用者につ

いては、アセスメント及び居宅サービス計画の控えを（様式２）

に添付する。それ以外の利用者については、同程度の内容を作成

のうえ（任意様式）、提出する。 

(7)に該当する  

→ 判定期間中に居宅サービス計画を作成（変更）したかどうかに関わ

らず、「居宅サービス事業所の選択に係る確認書」(参考様式２)を全

員作成し、控えを（様式２）に添付する。 
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